
（別紙10-2）

所管：厚生労働省

（組織）厚生労働本省 会計：一般会計 【基本（実施）計画30年3月策定（予定）に対応するもの】

ⅩⅤ

4 7 8 11 2 3 4 5 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 2 2 1 2 施策2 施策1

（項） 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
× （項）

95
95
95
95

95
× （項）

95
Ⅰ－１－１ ● （項）

07 ●

95 ●
Ⅰ－２－１ ● （項）

95 ●
Ⅰ－２－２ ● （項）

95 ●
Ⅰ－３－１ ● （項）

95 ●
Ⅰ－３－２ ● （項）

07 ●

95 ●

Ⅰ－４－１ ◆ （項）

07
◆

Ⅰ－４－１ ◆ （項）
07

◆

Ⅰ－４－１ ◆ （項）
07

◆

Ⅰ－４－１ ◆ （項）
07

◆

Ⅰ－４－１ ◆ （項）
07

◆

Ⅰ－４－１ ◆ （項）
07

◆

Ⅰ－４－１ ◆ （項）
07

◆

Ⅰ－４－１ ◆ （項）
07

◆

Ⅰ－４－１ ◆ （項）
07

◆

Ⅰ－４－１ ◆ （項）
07

◆

Ⅰ－４－１ ◆ （項）
07

◆

Ⅰ－４－１ ◆ （項）
07

◆

Ⅰ－５－１ ● （項）
03 ●

07 ●

13 ●

95 ●

95
●

Ⅰ－５－２ ● （項）
03 ●

06 ●

07 ●

13 ●

95 ●
Ⅰ－５－２ ● （項）

07 ●

Ⅰ－５－３ ● （項）
07 ●

95 ●

Ⅰ－５－４ ● （項）
03 ●

06 ●

07 ●

13 ●

95 ●

Ⅰ－６－１ ● （項）
95 ●

Ⅰ－６－２ ● （項）
06 ●

95 ●

Ⅰ－６－３ ● （項）
95 ●

Ⅰ－７－１ ● （項）
07 ●

95 ●

Ⅰ－８－１ ● （項） 医療技術実用化等推進費
95 ●

● （項）
03 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

07 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Ⅰ－６－１、Ⅰ－６－２、Ⅰ－８－１ ◆ （項）
95

◇ ◇ ◆

政策評価調書（政策評価体系と概算要求書の対応表）

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基　　　　　本　　　　　目　　　　　標　　　　　Ⅰ 基　　　本　　　Ⅱ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅲ 基　本　Ⅳ 基　本　Ⅴ 基　本　Ⅵ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅶ 基　　本　　Ⅷ Ⅸ 基　本　Ⅹ 基　本　Ⅺ 基本目標Ⅻ ⅩⅢ 基本目標ⅩⅣ

施策1 施策2 施策3 施策目標5 施策目標6 施策9 施策目標10 施策1 施策11 施策1 施策3 施策3 施策1 施策1 施策２ 施策1

（事項）
厚生労働本省共通費

施策2 施策1 施策1 施策3

厚生労働本省一般行政に必要な経費
国際会議に必要な経費
審議会等に必要な経費
失業中の退職政府職員等に対する退職手当に必
要な経費

厚生労働統計調査に必要な経費
厚生労働本省施設費

厚生労働本省施設整備に必要な経費
医療提供体制確保対策費

医療提供体制確保対策に必要な経費
医療提供体制確保対策の推進に必要な経費

医療従事者等確保対策費
医療従事者等の確保対策に必要な経費

医療従事者資質向上対策費
医療従事者の資質向上に必要な経費

医療情報化等推進費
医療情報化等の推進に必要な経費

医療安全確保推進費
医療安全確保対策に必要な経費
医療安全確保の推進に必要な経費

独立行政法人国立病院機構運営費

独立行政法人国立病院機構運営費交付金に必要
な経費

国立研究開発法人国立がん研究センター運営費
国立研究開発法人国立がん研究センター運営費
交付金に必要な経費

国立研究開発法人国立循環器病研究センター運営費
国立研究開発法人国立循環器病研究センター運
営費交付金に必要な経費

国立研究開発法人国立循環器病研究センター施設整備費
国立研究開発法人国立循環器病研究センター施
設整備に必要な経費

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター運営費
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セン
ター運営費交付金に必要な経費

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター施設整備費

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セン
ター施設整備に必要な経費

国立研究開発法人国立国際医療研究センター運営費
国立研究開発法人国立国際医療研究センター運
営費交付金に必要な経費

国立研究開発法人国立国際医療研究センター施設整備費
国立研究開発法人国立国際医療研究センター施
設整備に必要な経費

国立研究開発法人国立成育医療研究センター運営費
国立研究開発法人国立成育医療研究センター運
営費交付金に必要な経費

国立研究開発法人国立成育医療研究センター施設整備費
国立研究開発法人国立成育医療研究センター施
設整備に必要な経費

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター運営費
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター運
営費交付金に必要な経費

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター施設整備費
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター施
設整備に必要な経費

感染症対策費
感染症医療に必要な経費
感染症予防事業等に必要な経費
結核に関する試験研究に必要な経費
感染症の発生・まん延防止に必要な経費
特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等
の支給に必要な経費

特定疾患等対策費
難病医療等に必要な経費
小児慢性特定疾病対策に必要な経費
特定疾患等対策に必要な経費
特定疾患の治療研究に必要な経費
特定疾患等の予防・治療等の充実に必要な経費

移植医療推進費
移植医療推進事業に必要な経費
移植医療の推進に必要な経費

ハンセン病資料館施設費（新規）
ハンセン病資料館施設整備に必要な経費（新規）

原爆被爆者等援護対策費
原爆被爆者の医療に必要な経費
原爆被爆者の老人保健事業等に必要な経費
原爆被爆者の援護対策事業に必要な経費
原爆放射線の医学的影響の調査研究に必要な経費
原爆被爆者等の援護に必要な経費

医薬品承認審査等推進費
医薬品の承認審査等の推進に必要な経費

医薬品安全対策等推進費
重症スモン患者介護事業に必要な経費
医薬品の安全対策等の推進に必要な経費

医薬品適正使用推進費
医薬品の適正使用の推進に必要な経費

血液製剤対策費
血液製剤対策に必要な経費
血液製剤対策の推進に必要な経費

医療技術実用化等の推進に必要な経費
Ⅰ－１－１、Ⅰ－１－２、Ⅰ－２－１、Ⅰ
－２－２、Ⅰ－３－１、Ⅰ－３－２、Ⅰ－
８－１

医療提供体制基盤整備費
医療提供体制の改革の推進に必要な経費
医療提供体制の基盤整備に必要な経費

独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営費
独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営費交
付金に必要な経費



（別紙10-2）

ⅩⅤ

4 7 8 11 2 3 4 5 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 2 2 1 2 施策2 施策1

（項） 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
Ⅰ－９－１ ● （項）

03 ●

06 ●

95 ●

Ⅰ－９－１ ◆ （項）
06

◆

Ⅰ－９－２ ● （項）
06 ●

Ⅰ－１０－１ ● （項）
07 ●

95 ●

● （項）
07 ○ ○ ○ ●

Ⅰ－１０－２、Ⅰ－１０－３ ● （項）
07 ○ ●

95 ○ ●
Ⅰ－１１－１ ● （項）

07 ●

95 ●

Ⅱ－１－１ ● （項）
95 ●

Ⅱ－２－１ ● （項）
95 ●

Ⅱ－２－１ ● （項）
45 ●

Ⅰ－５－１、Ⅰ－５－２、Ⅰ－５－４、 ● （項）
Ⅰ－１０－１、Ⅱ－２－１ 07 ○ ○ ○ ○ ●

Ⅱ－３－１ ● （項）
03 ●

07 ●

95 ●

Ⅱ－４－１ ● （項）
95 ●

Ⅱ－５－１ ● （項）
07 ●

95 ●

Ⅲ－１－１ ● （項）
95 ●

Ⅲ－１－２ ● （項）
60

●

Ⅲ－３－１ ◆
（項）

08
◆

Ⅲ－３－１ ◆ （項） 職務上年金給付費年金特別会計へ繰入
02

◆

Ⅲ－４－１ ◆ （項）
95

◆

Ⅲ－４－１ ◆ （項）
95

◆

Ⅳ－１－１、Ⅳ－２－１ ● （項） 男女均等雇用対策費
95

○ ●

Ⅳ－２－１、Ⅴ－３－１ ● （項）
08 ○ ●

95 ○ ●

Ⅴ－４－１ ◆ （項）
05

◆

08
◆

Ⅴ－５－１ ◆ （項）
08

◆

Ⅵ－１－１ ● （項）
08 ●

95 ●

Ⅵ－２－２ ● （項）
08

●

95
●

Ⅵ－２－３ ● （項）
08

●

95
●

Ⅵ－２－３ ◆ （項）
95

◆

Ⅶ－１－１ ● （項）
06 ●

95 ●

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基　　　　　本　　　　　目　　　　　標　　　　　Ⅰ 基　　　本　　　Ⅱ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅲ 基　本　Ⅳ 基　本　Ⅴ 基　本　Ⅵ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅶ 基　　本　　Ⅷ Ⅸ 基　本　Ⅹ 基　本　Ⅺ 基本目標Ⅻ ⅩⅢ 基本目標ⅩⅣ

施策1 施策2 施策3 施策目標5 施策目標6 施策9 施策目標10 1 施策1 施策1 施策1施策3 施策3 施策2 施策1 施策２ 施策1

（事項）
医療保険給付諸費

医療保険給付に必要な経費
医療保険制度の適切な運営に必要な経費

施策1 施策3 施策1 施策1

医療保険制度の推進に必要な経費
健康保険事業借入金諸費年金特別会計へ繰入

健康保険事業借入金諸費の財源の年金特別会計
健康勘定へ繰入れに必要な経費

医療費適正化推進費
医療費適正化の推進に必要な経費

地域保健対策費
保健所の地域保健活動の推進等に必要な経費
地域における保健医療体制の確保に必要な経費

Ⅰ－５－１、Ⅰ－５－２、Ⅰ－５－４、
Ⅰ－１０－１

保健衛生施設整備費
保健衛生施設等施設整備に必要な経費

健康増進対策費
健康増進対策に必要な経費
健康増進に必要な経費

健康危機管理推進費
保健所の地域健康危機管理活動の推進に必要な
経費
健康危機管理の推進に必要な経費

食品等安全確保対策費
食品等の飲食による危害発生防止に必要な経費

水道安全対策費
水道の安全確保に必要な経費

水道施設整備費
水道施設整備に必要な経費

生活基盤施設耐震化等対策費
生活基盤施設の耐震化等対策に必要な経費

麻薬・覚せい剤等対策費
麻薬中毒者の措置入院医療に必要な経費
あへんの供給確保等に必要な経費
麻薬・覚せい剤等対策に必要な経費

化学物質安全対策費
化学物質の安全対策に必要な経費

生活衛生対策費
生活衛生金融対策に必要な経費
生活衛生の向上及び増進に必要な経費

労働条件確保・改善対策費
労働条件の確保・改善に必要な経費

中小企業最低賃金引上げ支援対策費
最低賃金の引上げに向けた中小企業の支援に必
要な経費

労働者災害補償保険保険給付費労働保険特別会計へ繰
入

労働者災害補償保険保険給付費の財源の労働保
険特別会計労災勘定へ繰入れに必要な経費

職務上年金給付費の財源の年金特別会計厚生年
金勘定へ繰入れに必要な経費

独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費交
付金に必要な経費

男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必要な
経費

高齢者等雇用安定・促進費
高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費

独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費（新規）
独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備
費に必要な経費（新規）

高齢者等の雇用安定等の推進に必要な経費
失業等給付費等労働保険特別会計へ繰入

育児休業給付金の財源の労働保険特別会計雇用
勘定へ繰入れに必要な経費
失業等給付費等の財源の労働保険特別会計雇用
勘定へ繰入れに必要な経費

就職支援法事業費労働保険特別会計へ繰入
就職支援法事業費の財源の労働保険特別会計雇
用勘定へ繰入れに必要な経費

職業能力開発強化費
職業能力開発の強化に必要な経費
職業能力開発の強化の推進に必要な経費

若年者等職業能力開発支援費
若年者等に対する職業能力開発の支援に必要な
経費
若年者等に対する職業能力開発の推進に必要な
経費

障害者等職業能力開発支援費
障害者等に対する職業能力開発の支援に必要な
経費
障害者等に対する職業能力開発の推進に必要な
経費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運
営費交付金に必要な経費

保育対策費
保育対策に必要な経費
保育対策の推進に必要な経費



（別紙10-2）

ⅩⅤ

4 7 8 11 2 3 4 5 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 2 2 1 2 施策2 施策1

（項） 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
Ⅶ－２－１ ● （項）

03 ●

05 ●

06
●

95
●

Ⅶ－３－１ ● （項）
03 ●

06 ●

95 ●

Ⅶ－４－１ ● （項）
06 ●

95 ●

● （項）

06 ○ ○ ○ ○ ●

95 ○ ○ ○ ○ ●

● （項）
06 ○ ○ ●

Ⅷ－１－１ ● （項）
03 ●

04 ●

06 ●

06 ●

95 生活保護等対策の推進に必要な経費 ●

Ⅷ－１－２ ● （項）
07 ●

95 ●

Ⅷ－２－１ ● （項）
06 ●

95 ●

Ⅷ－３－１ ● （項）
29 ●

Ⅷ－３－２ ● （項）
95 ●

Ⅷ－３－２ ● （項）
29 ●

Ⅷ－３－２ ● （項）
95 ●

Ⅸ－１－１ ● （項）
03 ●

06 ●

07 ●

95 ●

Ⅸ－１－１ ◆
（項）

06
◆

Ⅸ－１－１ ◆ （項） 特別障害給付金給付費年金特別会計へ繰入
02

◆

Ⅷ－２－１、Ⅸ－１－１ ● （項）
06 ○ ●

Ⅷ－２－１、Ⅸ－１－１ ◆ （項）
06

◇ ◆

Ⅹ－１－１ ● （項）
95 ●

06 ●

Ⅹ－１－１ ◆ （項）
02

◆

Ⅹ－１－２ ● （項）
02 ●

06 ●

95 ●

Ⅰ－１－２、Ⅺ－１－２、Ⅺ－１－３ ● （項）
04 ○ ○ ●

06 ○ ●

95 高齢者の日常生活支援の推進に必要な経費 ○ ●

Ⅰ－１－２、Ⅺ－１－３、Ⅺ－１－４ ● （項） 介護保険制度運営推進費
04 介護保険給付等に必要な経費 ○ ●

06 ○ ○ ●

◆ （項） 業務取扱費年金特別会計へ繰入
06

◇ ◇ ◇ ◆

Ⅻ－１－１ ● （項）
50 ●

95 ●
Ⅻ－１－２ ● （項） 国際協力費

95 ●
ⅩⅢ－２－１ ● （項）

07 ●

13 ●
ⅩⅢ－２－１ ◆ （項）

13
◆

ⅩⅣ－１－２ ● （項）
95

●
× （項）

45
× （項）

49

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基　　　　　本　　　　　目　　　　　標　　　　　Ⅰ 基　　　本　　　Ⅱ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅲ 基　本　Ⅳ 基　本　Ⅴ 基　本　Ⅵ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅶ 基　　本　　Ⅷ Ⅸ 基　本　Ⅹ 基　本　Ⅺ 基本目標Ⅻ ⅩⅢ 基本目標ⅩⅣ

施策1 施策2 施策3 施策目標5 施策目標6 施策9 施策目標10 1 施策1 施策1 施策1施策3 施策3 施策2 施策1 施策２ 施策1

（事項）
児童虐待等防止対策費

児童福祉施設入所児童等の医療に必要な経費
児童福祉施設入所児童等の保護等に必要な経費

施策1 施策3 施策1 施策1

児童虐待及び配偶者からの暴力防止対策等に必
要な経費
児童虐待及び配偶者からの暴力防止対策等の推
進に必要な経費

母子保健衛生対策費
未熟児養育医療等に必要な経費
母子保健衛生対策に必要な経費
母子保健衛生対策の推進に必要な経費

母子家庭等対策費
母子家庭等の自立支援に必要な経費
母子家庭等の自立支援の推進に必要な経費

Ⅶ－１－１、Ⅶ－１－２、Ⅶ－２－１、Ⅶ
－３－１、Ⅶ－４－１

子ども・子育て支援対策費

子ども・子育て支援対策に必要な経費

子ども・子育て支援の推進に必要な経費

Ⅶ－２－１、Ⅶ－３－１、Ⅶ－４－１ 児童福祉施設整備費
児童福祉施設等施設整備に必要な経費

生活保護等対策費
医療扶助等に必要な経費
介護扶助等に必要な経費
生活扶助等に必要な経費
生活困窮者の自立支援に必要な経費

社会福祉諸費
福祉サービス提供体制の確保に必要な経費
福祉サービス提供体制確保の推進に必要な経費

遺族及留守家族等援護費
遺族及び留守家族等の援護に必要な経費

戦没者慰霊事業費
戦没者遺骨収集事業等に必要な経費

中国残留邦人等支援事業費
中国残留邦人等の支援事業に必要な経費

恩給進達等実施費
恩給進達及び人事資料の保管等に必要な経費

障害保健福祉費
障害者医療に必要な経費
障害者の自立支援等に必要な経費
精神保健事業に必要な経費
障害保健福祉の推進に必要な経費

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
運営費

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞ
みの園運営費交付金に必要な経費

特別障害給付金給付費の財源の年金特別会計国
民年金勘定へ繰入れに必要な経費

社会福祉施設整備費
社会福祉施設等施設整備に必要な経費

独立行政法人福祉医療機構運営費
独立行政法人福祉医療機構運営費交付金に必要
な経費

公的年金制度運営諸費
公的年金制度の持続可能性確保に必要な経費
年金生活者支援給付金の支給準備に必要な経費

基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入
基礎年金拠出金等の財源の年金特別会計へ繰入
れに必要な経費

私的年金制度整備運営費

企業年金等健全育成に必要な経費

国民年金基金等助成に必要な経費
存続厚生年金基金等助成に必要な経費

高齢者日常生活支援等推進費
地域支援事業に必要な経費
高齢者の介護予防・健康づくり等に必要な経費

介護保険制度の適切な運営等に必要な経費
Ⅰ－１０－１、Ⅸ－１－１、Ⅹ－１－１、
Ⅺ－１－４ 業務取扱費の財源の年金特別会計業務勘定へ繰

入れに必要な経費
国際機関活動推進費

経済協力に係る国際分担金等の支払に必要な経費
国際分担金等の支払に必要な経費

国際協力の推進に必要な経費
厚生労働調査研究等推進費

厚生労働調査研究等の推進に必要な経費

社会保障・税番号活用推進事業に必要な経費

水道施設整備事業調査諸費
水道施設整備事業調査諸費に必要な経費

水道施設災害復旧事業費

厚生労働科学研究等の推進に必要な経費
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所運営費

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所運
営費交付金に必要な経費

社会保障・税番号活用推進費

水道施設災害復旧事業に必要な経費

自殺対策費（新規）
自殺対策に必要な経費（新規）
自殺対策の推進に必要な経費（新規）



（別紙10-2）

（組織）検疫所
ⅩⅤ

4 7 8 11 2 3 4 5 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 2 2 1 2 施策2 施策1

（項） 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
× （項）

07
× （項）

07
Ⅰ－５－１ ● （項） 検疫業務等実施費

07 ●
Ⅱ－１－１ ● （項） 輸入食品検査業務実施費

07 ●

（組織）国立ハンセン病療養所
ⅩⅤ

4 7 8 11 2 3 4 5 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 2 2 1 2 施策2 施策1

（項） 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
× （項）

07
× （項）

07
Ⅰ－５－２ ● （項）

07 ●

（組織）厚生労働本省試験研究機関
ⅩⅤ

4 7 8 11 2 3 4 5 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 2 2 1 2 施策2 施策1

（項） 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
× （項）

13
13
13
13

× （項）
13

Ⅰ－６－２ ◆ （項） 血清等製造及検定費
13 ◆

13 ◆
ⅩⅢ－１－１ ● （項）

13
●

13
●

13 ●

13 ●

（組織）国立更生援護機関
ⅩⅤ

4 7 8 11 2 3 4 5 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 2 2 1 2 施策2 施策1

（項） 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
× （項）

06
06

× （項）
06

Ⅶ－２－１ ● （項）
05 ●

06 ●
Ⅸ－１－１ ● （項） 国立更生援護所運営費

06
●

（組織）地方厚生局
ⅩⅤ

4 7 8 11 2 3 4 5 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 2 2 1 2 施策2 施策1

（項） 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
× （項）

95
Ⅰ－９－１ ● （項）

95
●

Ⅰ－２－１、Ⅰ－１０－２ ● （項）
95 ○ ●

Ⅱ－３－１ ● （項）
95 ●

Ⅸ－１－１ ● （項）
95 ●

（組織）都道府県労働局
ⅩⅤ

4 7 8 11 2 3 4 5 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 2 2 1 2 施策2 施策1

（項） 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
× （項）

95
95 地方労働審議会に必要な経費
95

× （項）
95

Ⅲ－１－１ ● （項）
95 ●

Ⅳ－１－１、Ⅳ－２－１ ● （項） 男女均等雇用対策費
95 ○ ●

Ⅳ－４－１ ● （項）
95 ●

Ⅴ－１－１ ● （項）
95 ●

Ⅳ－２－１、Ⅴ－３－１ ● （項） 高齢者等雇用安定・促進費
08 ○ ●

95 ○ ●

Ⅵ－２－２ ● （項）
08 ●

95 ●

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基　　　　　本　　　　　目　　　　　標　　　　　Ⅰ 基　　　本　　　Ⅱ

施策1 施策2 施策3 施策目標5

基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅲ 基　本　Ⅳ 基　本　Ⅴ 基　本　Ⅵ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅶ 基　　本　　Ⅷ Ⅸ 基　本　Ⅹ 基　本　Ⅺ 基本目標Ⅻ ⅩⅢ 基本目標ⅩⅣ

施策目標6 施策9 施策目標10 1 施策1 施策3 施策1 施策２施策3 施策2 施策1 施策1 施策1

（事項）
検疫所共通費

検疫所に必要な経費
検疫所施設費

検疫所施設整備に必要な経費

施策3 施策1 施策1 施策1

検疫業務等に必要な経費

輸入食品の検査に必要な経費

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基　　　　　本　　　　　目　　　　　標　　　　　Ⅰ 基　　　本　　　Ⅱ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅲ 基　本　Ⅳ 基　本　Ⅴ 基　本　Ⅵ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅶ 基　　本　　Ⅷ Ⅸ 基　本　Ⅹ 基　本　Ⅺ 基本目標Ⅻ ⅩⅢ 基本目標ⅩⅣ

施策1 施策2 施策3 施策目標5 施策目標6 施策9 施策目標10 1 施策1 施策1 施策1施策3 施策3 施策2 施策1 施策２ 施策1

（事項）
国立ハンセン病療養所共通費

国立ハンセン病療養所に必要な経費
国立ハンセン病療養所施設費

施策1 施策3 施策1 施策1

国立ハンセン病療養所施設整備に必要な経費
国立ハンセン病療養所運営費

国立ハンセン病療養所の運営に必要な経費

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基　　　　　本　　　　　目　　　　　標　　　　　Ⅰ 基　　　本　　　Ⅱ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅲ 基　本　Ⅳ 基　本　Ⅴ 基　本　Ⅵ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅶ 基　　本　　Ⅷ Ⅸ 基　本　Ⅹ 基　本　Ⅺ 基本目標Ⅻ ⅩⅢ 基本目標ⅩⅣ

施策1 施策2 施策3 施策目標5 施策目標6 施策9 施策目標10 1 施策1 施策1施策1 施策3 施策3 施策2 施策1 施策２ 施策1

（事項）
厚生労働本省試験研究所共通費

国立医薬品食品衛生研究所に必要な経費

施策1 施策1 施策3 施策1

国立保健医療科学院に必要な経費
国立社会保障・人口問題研究所に必要な経費
国立感染症研究所に必要な経費

厚生労働本省試験研究所施設費
厚生労働本省試験研究所施設整備に必要な経費

医薬品等の国家検定及び検査等に必要な経費
血清その他の製造及び検定に必要な経費

厚生労働本省試験研究所試験研究費
国立医薬品食品衛生研究所の試験研究に必要な
経費
国立保健医療科学院の養成訓練及び試験研究に
必要な経費
国立社会保障・人口問題研究所の試験研究に必要な経費

国立感染症研究所の試験研究に必要な経費

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基　　　　　本　　　　　目　　　　　標　　　　　Ⅰ 基　　　本　　　Ⅱ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅲ

施策9 施策目標10 1 施策1

基　本　Ⅳ 基　本　Ⅴ 基　本　Ⅵ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅶ 基　　本　　Ⅷ Ⅸ 基　本　Ⅹ 基　本　Ⅺ 基本目標Ⅻ ⅩⅢ 基本目標ⅩⅣ

施策1 施策2 施策3 施策目標5 施策目標6 施策1 施策1施策3 施策3 施策2 施策1 施策２ 施策1

（事項）
国立更生援護機関共通費

国立児童自立支援施設に必要な経費
国立障害者リハビリテーションセンターに必要な経費

施策1 施策3 施策1 施策1

国立更生援護機関施設費
国立更生援護機関施設整備に必要な経費

国立児童自立支援施設運営費
国立児童自立支援施設入所児童等の処遇等に必要な経費

国立児童自立支援施設の運営に必要な経費

国立障害者リハビリテーションセンターの運営に必
要な経費

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基　　　　　本　　　　　目　　　　　標　　　　　Ⅰ 基　　　本　　　Ⅱ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅲ

施策9 施策目標10 1 施策1

基　本　Ⅺ 基本目標Ⅻ ⅩⅢ 基本目標ⅩⅣ

施策1 施策2 施策3 施策目標5 施策目標6
基　本　Ⅳ

施策1 施策1施策3 施策3 施策2 施策1 施策２ 施策1

（事項）
地方厚生局共通費

地方厚生局一般行政に必要な経費
保険医療機関等指導監督等実施費

施策1 施策3 施策1 施策1

保険医療機関等に対する指導及び監督等に必要
な経費

医師等国家試験実施費
医師等国家試験実施に必要な経費

麻薬・覚せい剤等対策費
麻薬・覚せい剤等対策に必要な経費

医療観察等実施費
入院の決定の執行等に必要な経費

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基　　　　　本　　　　　目　　　　　標　　　　　Ⅰ 基　　　本　　　Ⅱ

施策1 施策2 施策3 施策目標5
基　本　Ⅺ 基本目標Ⅻ ⅩⅢ 基本目標ⅩⅣ基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅲ 基　本　Ⅳ 基　本　Ⅴ 基　本　Ⅵ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅶ 基　　本　　Ⅷ

施策目標6 施策9 施策目標10 1 施策1 施策3 施策1 施策２施策3 施策2 施策1 施策1 施策1

（事項）
都道府県労働局共通費

都道府県労働局一般行政に必要な経費

厚生労働統計調査に必要な経費
都道府県労働局施設費

施策3 施策1 施策1 施策1

高齢者等の雇用安定等の推進に必要な経費
若年者等職業能力開発支援費

若年者等に対する職業能力開発の支援に必要な

都道府県労働局施設整備に必要な経費
労働条件確保・改善対策費

労働条件の確保・改善に必要な経費

男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必要な経費

個別労働紛争対策費
個別労働紛争対策に必要な経費

若年者等に対する職業能力開発の推進に必要な

職業紹介事業等実施費
職業紹介事業等の実施に必要な経費

高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費

Ⅸ 基　本　Ⅹ

基　本　Ⅹ基　本　Ⅴ 基　本　Ⅵ 基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅶ 基　　本　　Ⅷ Ⅸ



（別紙10-2）

（組織）中央労働委員会
ⅩⅤ

4 7 8 11 2 3 4 5 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 2 2 1 2 施策2 施策1

（項） 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
× （項）

95
Ⅲ－４－１ ● （項） 労使関係等安定形成促進費

95 ●

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基　　　　　本　　　　　目　　　　　標　　　　　Ⅰ 基　　　本　　　Ⅱ

施策1 施策2 施策3 施策目標5
ⅩⅢ 基本目標ⅩⅣ基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅲ 基　本　Ⅳ 基　本　Ⅴ 基　本　Ⅵ 基　　本　　Ⅷ 基　本　Ⅹ 基　本　Ⅺ 基本目標Ⅻ

施策２施策3

中央労働委員会に必要な経費

施策9 施策目標10 1 施策1施策3

安定した労使関係等の形成の促進に必要な経費

施策1施策目標6

Ⅸ基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅶ

施策1

（事項）
中央労働委員会共通費

施策1 施策1 施策1 施策1施策3施策2 施策1



（別紙10-2）

所管：復興庁

（組織）復興庁 会計：東日本大震災復興特別会計 【基本（実施）計画30年3月策定（予定）に対応するもの】
ⅩⅤ

4 7 8 11 2 3 4 5 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 2 2 1 2 2 施策1

（項） 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
● （項）

Ⅰ－１－１ 07 ●

Ⅰ－９－１ 06 ●

Ⅰ－９－２ 06 ●

Ⅱ－１－１ 95 ●

Ⅴ－３－１ 08 ●

Ⅶ－１－１、Ⅶ－１－２、Ⅶ－２－１、Ⅶ
－３－１、Ⅶ－４－１

06 ○ ○ ○ ○ ●

Ⅷ－１－１
06 ●

Ⅸ－１－１ 06 ●

Ⅸ－１－１ 07 ●
Ⅺ－１－３、Ⅺ－１－４ 06 ○ ●

● （項）
Ⅰ－５－１、Ⅰ－５－２、
Ⅰ－１０－１

07 ○ ○ ●

Ⅱ－５－１ 07 ●
Ⅶ－１－２、Ⅶ－２－１、Ⅶ－３－１、Ⅶ
－４－１

06 ○ ○ ○ ●

Ⅷ－２－１、Ⅸ－１－１ 06 ○ ●
Ⅺ－１－３、Ⅺ－１－４　 06 ○ ●

（他省庁の項）

× （項）
49

政策評価調書（政策評価体系と概算要求書の対応表）

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基　　　　　本　　　　　目　　　　　標　　　　　Ⅰ 基　　　本　　　Ⅱ 基　本　Ⅺ

施策1

基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅲ

施策9 施策目標10
基本目標Ⅻ

施策1 施策11 施策1

基　本　Ⅳ 基　本　Ⅴ 基　本　Ⅵ 基　　本　　Ⅷ
施策3

基　本　ⅩⅨ

子ども・子育て支援対策に必要な経費

地域社会におけるセーフティネット機能の整備等
に必要な経費

施策1 施策２
（事項）
社会保障等復興政策費

地域医療提供体制の再構築に必要な経費（前年
度限りの経費）

施策3

基本ⅩⅢ 基本ⅩⅣ

施策1 施策2 施策3 施策目標5 施策1施策1施策2施策3施策目標6 施策1

障害者の自立支援等に必要な経費
精神保健事業に必要な経費
介護保険制度の適切な運営等に必要な経費

社会保障等復興事業費

保健衛生施設等施設整備に必要な経費

生活衛生金融対策に必要な経費

児童福祉施設等施設整備に必要な経費

社会福祉施設等施設整備に必要な経費
介護保険制度の適切な運営等に必要な経費

東日本大震災災害復旧等事業費
水道施設災害復旧事業に必要な経費

医療保険制度の適切な運営に必要な経費
医療費適正化の推進に必要な経費
食品等の飲食による危害発生防止に必要な経費
高年齢者就業機会確保事業等に必要な経費

基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅶ



所管：厚生労働省 会計：労働保険特別会計　　　組織又は勘定：労災勘定 【基本（実施）計画(平成30年3月策定（予定）)に対応するもの】

政策評価 政策評価

調書番号 の対象 2 5 4

1 1 2 1 1 2 1

Ⅲ-２-１ ● 労働安全衛生対策費

労働安全衛生対策に必要な経費 ●
Ⅲ-３-１ ● 保険給付費

保険給付に必要な経費 ●
◆ 職務上年金給付費年金特別会計へ繰入

職務上年金給付費の財源の年金特別会計厚生年金勘定へ繰入れに必要な経費 ◆
◆ 職務上年金給付費等交付金

職務上年金給付費等交付金に必要な経費 ◆
Ⅲ-３-２ ● 社会復帰促進等事業費

被災労働者等の社会復帰促進・援護等に必要な経費 ●
◆ 独立行政法人労働者健康安全機構運営費

独立行政法人労働者健康安全機構運営費交付金に必要な経費 ◆
◆ 独立行政法人労働者健康安全機構施設整備費

独立行政法人労働者健康安全機構施設整備に必要な経費 ◆
Ⅲ-２-１、Ⅲ-３-１、Ⅲ-３-２ ◆ 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費

独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費交付金に必要な経費 ◇ ◇ ◆
Ⅲ-２-１、Ⅲ-３-１、Ⅲ-３-２ ◆ 独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費

独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備に必要な経費 ◇ ◇ ◆
Ⅳ-３-１ ● 仕事生活調和推進費

仕事と生活の調和の推進に必要な経費 ●
Ⅳ-３-２ ● 中小企業退職金共済等事業費

中小企業退職金共済等事業に必要な経費 ●
Ⅳ-４-１ ● 個別労働紛争対策費

個別労働紛争対策に必要な経費 ●
業務取扱費

× 業務取扱いに必要な経費

Ⅲ-３-１ ● 保険給付業務に必要な経費 ●
× 施設整備費

施設整備に必要な経費

Ⅲ-５-１ ◆ 保険料返還金等徴収勘定へ繰入

保険料返還金等の財源の徴収勘定へ繰入れに必要な経費 ◆
× 予備費

予備費

政策評価調書（政策評価体系と概算要求書の対応表）

概算要求書 基本目標Ⅲ 基本目標Ⅳ

（項） （事項）
3 3



（別紙10-2）

【基本（実施）計画30年3月策定（予定）に対応するもの】

所管：厚生労働省

（組織）厚生労働本省 会計：雇用勘定

2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 1 3
（項） 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1

Ⅲ－４－１ （項）
●

08
●

Ⅳ－１－１、Ⅳ－２－１ （項）
● 08 ○ ●

Ⅳ－３－２ （項）
● 08 ●

Ⅳ－３－２ （項）
◆ 08 ◆

Ⅳ－４－１ （項）
● 08 ●

Ⅴ－１－１ （項）
● 08 ●

Ⅴ－２－１ （項）
● 08 ●

Ⅳ－２－１、Ⅴ－３－１ （項）
● 08 ○ ●

Ⅴ－４－１ （項）
● 05 ●

● 08 ●

Ⅴ－５－１ （項）
● 08 ●

Ⅵ－１－１ （項）
● 08 ●

Ⅵ－２－２ （項）
● 08 ●

Ⅴ－２－１、Ⅴ－３－１、 （項）
Ⅴ－５－１、Ⅵ－１－１、Ⅵ－２－２ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆

Ⅴ－２－１、Ⅴ－３－１、 （項）
Ⅵ－１－１、Ⅵ－２－２ ◆ 08 ◇ ◇ ◇ ◆

Ⅵ－２－３ （項）
● 08 ●

Ⅵ－３－１ （項）
● 080 ●

（項）

◆

08 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆

（項） 独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費

◆

08 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆

（項）

× 08
Ⅴ－４－１ ●

08 ●

（項）
×

08

（項）
×

08

Ⅲ－５－１ （項）
◆

08 ◆

（項）
× 98

雇用安定資金へ繰入れに必要な経費

保険料返還金等徴収勘定へ繰入
保険料返還金等の財源の徴収勘定へ繰入れに必要な経費

予備費
予備費

業務取扱費

業務取扱いに必要な経費
失業等給付業務に必要な経費

施設整備費
施設整備に必要な経費

雇用安定資金へ繰入

技能継承・振興の推進に必要な経費
Ⅳ－１－１、Ⅳ－２－１、
Ⅳ－３－１、Ⅳ－３－２、Ⅳ－４－
１、
Ⅴ－１－１、Ⅴ－２－１、Ⅴ－３－
１、
Ⅴ－４－１、Ⅴ－５－１、Ⅵ－１－
１、

独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費

独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費交付金に必要な経費

Ⅳ－１－１、Ⅳ－２－１、
Ⅳ－３－１、Ⅳ－３－２、Ⅳ－４－
１、
Ⅴ－１－１、Ⅴ－２－１、Ⅴ－３－
１、
Ⅴ－４－１、Ⅴ－５－１、Ⅵ－１－
１、

独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備に必要な経費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費交付金に必要な
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構施設整備費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構施設整備に必要な経費
障害者職業能力開発支援費

障害者に対する職業能力開発の支援に必要な経費
技能継承・振興推進費

就職支援法事業に必要な経費
職業能力開発強化費

職業能力開発の強化に必要な経費
若年者等職業能力開発支援費

若年者等に対する職業能力開発の支援に必要な経費
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費

高齢者等雇用安定・促進費
高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費

失業等給付費
育児休業給付給付に必要な経費
失業等給付に必要な経費

就職支援法事業費

個別労働紛争対策費
個別労働紛争対策に必要な経費

職業紹介事業等実施費
職業紹介事業等の実施に必要な経費

地域雇用機会創出等対策費
地域及び中小企業等における雇用機会の創出等に必要な経費

男女均等雇用対策費
男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必要な経費

中小企業退職金共済等事業費
中小企業退職金共済等事業に必要な経費

独立行政法人勤労者退職金共済機構運営費
独立行政法人勤労者退職金共済機構運営費交付金に必要な経費

施策3 施策3 施策2
（事項）
労使関係安定形成促進費

安定した労使関係の形成促進に必要な経費

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基　　　本　　　目　　　標　　　Ⅲ 基　本　Ⅳ 基　本　Ⅴ 基　本　Ⅵ
施策1

政策評価調書（政策評価体系と概算要求書の対応表）



所管：厚生労働省 会計：労働保険特別会計　　　組織又は勘定：徴収勘定 【基本計画（平成30年３月策定（予定））に対応するもの】

2 5
（項） 1 2 1 1 2 1 2

Ⅲ－５－１ 業務取扱費
× 業務取扱に必要な経費（主要経費95）
● 労働保険適用徴収業務に必要な経費（主要経費95） ●
● 石綿健康被害救済事業に必要な経費（主要経費95） ●

保険給付費等財源労災勘定へ繰入
× 保険給付費等の財源の労災勘定へ繰入れに必要な経費

保険給付費等財源雇用勘定へ繰入
× 失業等給付費等の財源の雇用勘定へ繰入れに必要な経費

諸支出金
× 保険料の返還等に必要な経費

予備費
× 予備費

政策評価調書（政策評価体系と概算要求書の対応表）

政策評価
調書番号

政策評価
の対象

概算要求書
基本目標Ⅲ

1 3 4
（事項）



(別紙10-2) 政策評価調書(政策体系と概算要求書の対応表）

所管：内閣府及び厚生労働省 会計：年金特別会計　勘定：基礎年金勘定 【基本（実施）計画30年３月策定（予定）に対応するもの】

政策評価 政策評価

施策２

調書番号 の対象 （項） （事項） (1) (2) (1)

Ⅹ-1-1 ● 基礎年金給付費

●

Ⅹ-1-1 ◆

◆

× 諸支出金

× 予備費

予備費

注）「政策評価の対象（●◆×）」欄については、以下の整理により記入すること。

　　●については政策評価の対象となっているもの　　　　
　　◆については政策評価の対象となっていないが、ある政策に属すると整理できるもの
　　×については政策評価の対象となっておらず、政策との対応関係を明らかにできないもの（◆以外）

支払調整金の繰入れ等に必要な経費

概算要求書 基本目標Ⅹ

施策１

基礎年金給付に必要な経費

基礎年金相当給付費他勘定へ繰入及交付金

基礎年金相当給付費の財源の他勘定へ繰入れ及び交付
に必要な経費



(別紙10-2) 政策評価調書(政策体系と概算要求書の対応表）

所管：内閣府及び厚生労働省 会計：年金特別会計　勘定：国民年金勘定 【基本（実施）計画30年３月策定（予定）に対応するもの】

政策評価 政策評価

施策２

調書番号 の対象 （項） （事項） (1) (2) (1) (2) (1)

Ⅸ-1-1 ● 特別障害給付金給付費

特別障害給付金給付に必要な経費 ●

Ⅹ-1-1 ● 福祉年金給付費

福祉年金給付に必要な経費 ●

Ⅹ-1-1 ● 国民年金給付費

●

Ⅹ-1-1 ◆ 基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入

◆

Ⅹ-1-1 ◆ 年金相談事業費等業務勘定へ繰入

◆

× 諸支出金

× 予備費

注）「政策評価の対象（●◆×）」欄については、以下の整理により記入すること。

　　●については政策評価の対象となっているもの　　　　
　　◆については政策評価の対象となっていないが、ある政策に属すると整理できるもの
　　×については政策評価の対象となっておらず、政策との対応関係を明らかにできないもの（◆以外）

過誤納保険料の払戻し等に必要な経費

予備費

概算要求書 基本目標Ⅸ 基本目標Ⅹ

施策１ 施策１

国民年金給付に必要な経費

基礎年金給付費等の財源の基礎年金勘定へ繰入れに
必要な経費

年金相談事業費等の財源の業務勘定へ繰入れに必要な
経費



(別紙10-2) 政策評価調書(政策体系と概算要求書の対応表）

所管：内閣府及び厚生労働省 会計：年金特別会計　勘定：厚生年金勘定 【基本（実施）計画30年３月策定（予定）に対応するもの】

政策評価 政策評価

施策２

調書番号 の対象 （項） （事項） (1) (2) (1)

Ⅹ-1-1 ● 保険給付費

●

●

Ⅹ-1-1 ◆ 実施機関保険給付費等交付金

実施機関保険給付費等交付金に必要な経費 ◆

Ⅹ-1-1 ◆

◆

Ⅹ-1-1 ◆ 年金相談事業費等業務勘定へ繰入

◆

× 諸支出金

× 予備費

注）「政策評価の対象（●◆×）」欄については、以下の整理により記入すること。

　　●については政策評価の対象となっているもの　　　　
　　◆については政策評価の対象となっていないが、ある政策に属すると整理できるもの
　　×については政策評価の対象となっておらず、政策との対応関係を明らかにできないもの（◆以外）

基礎年金給付費等の財源の基礎年金勘定へ繰入れに必
要な経費

年金相談事業費等の財源の業務勘定へ繰入れに必要な
経費

過誤納保険料の払戻し等に必要な経費

予備費

概算要求書 基本目標Ⅹ

施策１

保険給付に必要な経費

存続厚生年金基金等給付費等負担金に必要な経費

基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入



(別紙10-2) 政策評価調書(政策体系と概算要求書の対応表）

所管：内閣府及び厚生労働省 会計：年金特別 組織又は勘定：健康勘定 【基本（実施）計画30年3月策定（予定）に対応するもの】

調書番号 の対象 （項） （事項） 1 2

Ⅰ－９－１ ◆ 保険料等交付金 ◆

Ⅰ－９－１ ◆ 業務取扱費等業務勘定へ繰入 ◆

Ⅰ－９－１ × 諸支出金 ×

Ⅰ－９－１ ◆ 国債整理基金特別会計へ繰入 ◆

組織：

政策評価 政策評価

調書番号 の対象 （項） （事項） (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5)

注）「政策評価の対象（●◆×）」欄については、以下の整理により記入すること。

　　●については政策評価の対象となっているもの　　　　
　　◆については政策評価の対象となっていないが、ある政策に属すると整理できるもの
　　×については政策評価の対象となっておらず、政策との対応関係を明らかにできないもの（◆以外）

概算要求書

保険料等交付金に必要な経費
（主要経費　03）

業務取扱費等の財源の業務勘
定へ繰入れに必要な経費（主
要経費　06）

概算要求書

1 2 3

過誤納保険料の払戻し等に必
要な経費（主要経費　06）

国債整理基金特別会計へ繰入
れに必要な経費（主要経費
20）

政策評価政策評価
施策９

基本目標Ⅰ



(別紙10-2) 政策評価調書(政策体系と概算要求書の対応表）

所管：内閣府及び厚生労働省 会計：年金特別会計　勘定：業務勘定 【基本（実施）計画30年3月策定（予定）に対応するもの】

政策評価 政策評価

施策２

調書番号 の対象 （項） （事項） 1 2 1

×

Ⅹ-1-1 ● ●

Ⅹ-1-1 ● ●

Ⅹ-1-1 ● ●

Ⅹ-1-1 ◆ ◆

×

×

×

注）「政策評価の対象（●◆×）」欄については、以下の整理により記入すること。

　　●については政策評価の対象となっているもの　　　　
　　◆については政策評価の対象となっていないが、ある政策に属すると整理できるもの
　　×については政策評価の対象となっておらず、政策との対応関係を明らかにできないもの（◆以外）

独立行政法人福祉医療機構納付金等相当財源の健康勘定
へ繰入れに必要な経費（主要経費０６）

一般会計へ繰入

一般会計繰入れに必要な経費（主要経費０６）

予備費

予備費（主要経費９８）

社会保険オンラインシステム費
社会保険オンラインシステムの運用等に必要な経費（主
要経費０６）
社会保険オンラインシステムの見直しに必要な経費（主
要経費０６・成果重視事業）

日本年金機構運営費
日本年金機構運営費交付金に必要な経費（主要経費０
６）

独立行政法人福祉医療機構納付金等相当財源健康勘定へ繰入

概算要求書
基本目標Ⅹ

施策１

業務取扱費

業務取扱いに必要な経費（主要経費０６）

公的年金制度の適正な運営に必要な経費（主要経費０６）


